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他自治体の合意形成の仕組み事例 

 

自治体名 東京都府中市 

名称 Liqlid 

導入時期 令和２年～令和３年 

導入の背景 

・府中市の課題：(1)施設の老朽化の進行(2)義務的経費の増加と令和 12 年をピークとした人

口減少を前提とした、公共施設維持経費の見直しの必要性(3)多様化する市民ニーズ 

・府中市は、文化・スポーツ施設の適正配置等のあり方について、令和６年度を目途に定めて

いく予定である。 

・(株)Liquitous は、府中市が実施する「令和 3 年度コロナ課題解決型ソーシャルビジネス協

働事業」として、「オンラインのプラットフォームで文化・スポーツ施設の適正配置等のあり

方をみんなで考えるプロジェクト」を提案し、採択された。 

・「文化・スポーツ施設の適正配置等のあり方」についての情報整理期間におけるオンライン上

での市民参加の仕組みとして、Liquitous が開発する、オンラインの参加型合意形成プラッ

トフォーム「Liqlid」を運用した。 

概要 

・「Liqlid」は、Web アプリケーションとして、「アイデアを出す」「共同で文書を作り上げる」

「意向調査を行う」「結果が表示・保存される」という段階を一貫して実行できる。 

・各段階で積極的にアイデアを投稿したり共同で文書を作る過程で修正の提案をしたりと、「い

つでも、どこでも、誰でも」参加できるシステム設計に基づいている。 

・プロジェクトへの積極的な参画から、負担感の軽い参画まで、個々のニーズに合った形で参

画できる仕組みである。 

備考 

Liqlid は埼玉県横瀬町においても 2021 年に実証実験が行われたほか、大阪府河内長野市でも

導入される。 

 

  

資料３ 
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000054692.html 
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自治体名 神奈川県鎌倉市 

名称 鎌倉市スマートシティ構想 

導入時期 検討段階 

導入の背景 

・鎌倉市は少子高齢化をはじめ、災害への脆弱性、オーバーツーリズムや慢性的な交通渋滞と

いった課題が山積している。 

・現在と未来の課題に対応できる仕組みや体制を構築するとともに、地域が自律的に成長する

力を育て、市民のQoLとまちの魅力向上を図るため、2020年 4月に産官学民の共創による

スマートシティの取組に着手した。 

概要 

① オンライン合意形成 PFの構築 

・市民起点の実現と新たなコミュニティの形成 

・オンラインとオフラインを組合せ、誰もがオープンに参加可能な仕組みの構築 

② データ利活用等と官民共創の取組との連動 

・プライバシー保護と透明性確保、リスクや倫理的課題の明確化の徹底 

備考 

第２回鎌倉版「スマートシティ」市民対話（令和３年10月）の議題の一つ 

「スマートシティの具体的なプロジェクトの共創に市民が参加するためには、どのような仕

組み・仕掛け・場(プラットフォーム)が必要だろうか？」 
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https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/smartcity/documents/smartcitykosohpyou.pdf 

（2021年 12月パブリックコメント実施用資料） 

  

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/smartcity/documents/smartcitykosohpyou.pdf
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自治体名 神奈川県横浜市 

名称 住民合意形成ガイドライン 

導入時期 平成17年～ （平成 26年改訂） 

導入の背景 

・まちづくり活動を本格的に行なおうとする市民の、「まちづくり組織の作り方が分かりにくい」

「合意形成の手法が分からない」「地区計画を導入するために必要な賛同率はどの程度か」など

の疑問に答えるために作成された。 

・地域でまちづくり活動に取り組んできた住民が合意形成を図るために、どんな工夫や知恵を出

し合い、どのように活動を進めてきたかということについて、事例をもとにポイントを引き出

す。 

概要 

〇章立て 

第１部 まちづくりにおける合意形成 

第１章 身近なまちづくりと合意形成 

第２章 合意形成を目指して 

第２部 地区計画策定に向けての合意形成 

第１章 地区計画とは 

第２章 地区計画の合意形成の流れ 

 

〇各項目の内容 

・各項目のポイント 

・本文 

・コラム 

・お役立ち情報ＢＯＸ（自治会・町内会の仕組み、アンケートの工夫等） 

・実例紹介（実際にまちづくりで使用されたアンケート等の資料紹介） 

・事例紹介（実際のまちづくりの活動や検討の事例） 
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https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/suishin/minnade/hakkoubut

u/goui-guide.files/0107_20191017.pdf 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/suishin/minnade/hakkoubutu/goui-guide.files/0107_20191017.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/suishin/minnade/hakkoubutu/goui-guide.files/0107_20191017.pdf
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自治体名 
スペインバルセロナ、兵庫県加古川市、京都府与謝野町、横浜エリア、渋谷エリア（博報堂・

三井物産）等、日本・世界各地 

名称 Decidim 

導入時期 
（開発時期） 

2016 年にバルセロナで誕生 

導入の背景 

（開発の背景） 

バルセロナの街路の大規模な歩行者空間化プロジェクトにおいて、多様な市民が参加して地区

の未来をイメージしていくために、デジタルプラットフォーム上での熟議を通じて、多くの市

民の賛成を得た提案を議会にかけることを目的に開発された。 

概要 

・オンラインで多様な市民の意見を集め、議論を集約し、政策に結びつけていくための機能を

提供する参加型民主主義プロジェクトのためのツール。 

・都市や自治体から非営利団体、コミュニティ活動まで幅広く利用されており、世界各国の30

以上の自治体での利用実績がある。 

・意見を言った人に対するフィードバックを行えるほか、計画策定の間のプロセスが設計され

ており、徐々に議論を収束させていくことができる。 

・デジタルな参加と、物理的な会議のプロセスを融合させ、デジタル・デバイドの問題を解消

する。 

・議論やデータが可視化されるため、納得解が得やすい。 
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https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/01_scguide_2-2.pdf 

  

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/01_scguide_2-2.pdf
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自治体名 大分県大分市 

名称 都市計画合意形成ガイドライン～住民主体のまちづくりの進め方～ 

導入時期 令和２年12月策定 

導入の背景 

・住民主体のまちづくりは、ひとりの力だけではなかなか達成することは難しく、住民同士で

お互いに気づかい、地域住民が協力して望ましい状態に向けた話し合いや活動を積み重ねてい

くことで、住み続けたいまちがつくられていく。 

・地域住民が主役になって考え、住みよいまちを協力しながら「つくり・守る」まちづくりを

進めるにあたり、その具体的な進め方や、進めていく上でのポイント等をまとめた。 

概要 

章立て 

STEP1 気づきからまちづくりの発意へ 

STEP2 まちづくりに向けた組織づくりと話し合い 

STEP3 まちづくりのルール・計画の作成 

 

参考資料 

・話し合い促進のためのツール集 

・まちづくり制度の概要と活用事例 

・まちづくりルール策定に関するQ＆A 

・まちづくりルール決定の手続き 
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https://www.city.oita.oita.jp/o169/documents/01honnpenn.pdf 

  

https://www.city.oita.oita.jp/o169/documents/01honnpenn.pdf
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自治体名 東京都世田谷区 

名称 一般社団法人世田谷トラストまちづくり 

導入時期 平成18年 4月 1日設立 

導入の背景 

財団法人せたがやトラスト協会と財団法人世田谷区都市整備公社が、それぞれのまちづくりの

専門性を統合し、今までに蓄積されたトラスト活動や住民ネットワークを継承発展させ、区民

主体による良好な環境の形成及び参加・連携・協働のまちづくりを推進し支援するために設立

した。 

概要 

〈活動の３つの柱〉 

・自然環境や歴史的・文化的環境を保全した美しい風景のあるまちの実現 

・安全に安心して活き活きと住み続けられる共生のまちの創出 

・居住環境を魅力的に守り育む活動やコミュニティの形成 

【実施事業】 

・世田谷のトラスト運動 

・民有地のみどり保全と創出（市民緑地制度、小さな森制度等） 

・市民まちづくりの支援（まちづくり専門家派遣の支援、世田谷まちづくり交流会等） 

・まちづくりファンド 

・学生、企業との連携 

・各種調査（国分寺崖線調査、世田谷区内野鳥調査等） 
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https://www.setagayatm.or.jp/index.html 

  

https://www.setagayatm.or.jp/index.html


 14 

自治体名 東京都練馬区 

名称 みどりのまちづくりセンター 

導入時期 
練馬まちづくりセンター（平成 18年開設）→みどりのまちづくりセンター（平成 28年名称変

更） 

導入の背景 

練馬区は、都心近くに立地しながら、豊かなみどりが残る、自然と都市が融合したまちである。

雑木林や湧水池などの水辺空間や武蔵野の面影が残る貴重な自然など、数多くの魅力がある。 

区では、こうした練馬区ならではの魅力あるみどりを未来に残していくために、貴重なみどり

を地域で守る区民協働の取り組みを進めている。 

「都市計画マスタープラン」や「まちづくり条例」を検討する中で、区・住民・事業者が協働

してまちづくりを推進するために前身である練馬まちづくりセンターが開設された。その後、

練馬みどり機構の解散に伴い事業を一部引き継いで、現在のみどりのまちづくりセンターとな

った。 

概要 

練馬区民が住み続けたいと思えるような快適な生活環境と豊かな地域社会を実現するために、

区民の主体的なまちづくり活動を支援するとともに、区民・事業者・行政から独立し連携を図

る、中間的な立場から協働型まちづくり事業を推進する。 

みどりのまちづくりセンターは、「きっかけづくり→基盤づくり→計画づくり」の３つのステッ

プで地域のまちづくりを行う。 

〈センターの５つの役割〉 

１．区民のためのセンター 

２．練馬区の地域課題に対応できるセンター 

３．区民のまちづくりネットワークを育むセンター 

４．区民・事業者・行政をつなぐ役割を担うセンター 

５．まちづくり専門家の組織としてのセンター 

 

〈区民まちづくりを支援する制度〉 

１．ヒトの支援 

・専門家派遣 

・大規模建築物にかかるアドバイザー派遣制度 

２．モノの支援 

・まちづくり団体登録 

３．資金の支援 

・まちづくり活動助成事業 

・まちづくり条例にもとづく地区まちづくり 

４．情報の支援 

・情報発信の支援 
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https://nerimachi.jp/ 


